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　厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の拡大に便乗し、「新規資金提供」「無償提供資金」「産業

支援資金」「助成金（返済不要）」「大規模病院給付金（返済不要）」等を名目とした不審な勧誘等が一部で

報告されており注意喚起の事務連絡が発出されております。

　会員の皆様におかれましても、改めてご注意いただきますよう、お願いいたします。

【注意喚起内容（一部抜粋）】

○�給付金・補助金等の詐欺にご注意ください。

○�給付金・補助金等の受給に関して、厚生労働省や都道府県が現金自動預払機（ATM）の操作をお願

いすることは絶対にありません。

○�本ページに掲載されている内容について、不審な勧誘がきたら、厚生労働省の下記窓口にお電話でご

相談ください。

　（厚生労働省医政局新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問い合わせ窓口）

0120‐974‐036（受付時間は平日９：30 ～ 18：00�土日祝日を除く）

新型コロナウイルス感染症に関する
医療機関への助成金等に関する不審な勧誘等について（再周知）

◇医業経営・福利厚生部◇

http://www.hokkaido.med.or.jp/josei-dr-shien/

